
令和２年５月１２日 

川崎認定保育園在園児の保護者の皆様へ 

川崎市こども未来局保育事業部 

保育第２課長 

緊急事態宣言下における登園自粛協力金について 

令和２年４月７日に政府から緊急事態宣言が発出されたことに伴い、本市におきましても保育所

等の登園自粛をお願いしているところです。 

また、登園の自粛に御協力いただいた場合については、登園しなかった日数に応じて保育料を減

額することとしていますが、川崎認定保育園での保育料の取扱いについて、次のとおりお知らせし

ます。 

１ 対象者 

０歳児～２歳児の助成対象児童（※）で、幼児教育・保育の無償化の対象ではない児童。 

※ 助成対象児童：世帯の保護者全員の方が、保育の必要性があり、就労証明書等を提出済み世帯の児童。 

助成対象児童の方は、川崎認定保育園保育料補助の対象になります。（実際の保育料額が登園

自粛協力金以下の場合は、川崎認定保育園保育料補助が未支給となる場合があります。） 

①、②の幼児教育・保育の無償化の対象児童は、登園自粛している場合であっても、月額 37,000

円(0～2歳児：42,000 円)の無償化給付と月額 5,000 円(0～2 歳児：20,000 円)の川崎認定保育園

保育料補助によって一定の助成を行っているため、今回の自粛協力金の対象とはなりません。 

２ 登園自粛協力金の対象期間・金額 

対象期間は、本市が登園自粛を要請した、令和２年４月８日（水）～登園自粛要請を解除する

日までとなります。登園自粛協力金は、対象期間内のひと月あたりの登園自粛日数に応じ、次の

３段階とします。 

ひと月あたりの自粛日数※ 登園自粛協力金の月額（上限額） 

５日以下 １万円 

６日から１０日まで ２万円 

１１日以上 ４万２千円 

※ 自粛日数は施設との契約において、登園する予定の日数のうち、休んだ日数です。 

※ 実際に支払った保育料が、上記表中の金額以下の場合は、登園自粛協力金は、実際に

支払った保育料を上限とします。 

３ 手続き・減額の方法・時期等 

  今回の登園自粛協力金については、保護者の皆様から本市への手続きは必要ありません。 

本市から施設へは、施設からの申請に基づき、４月分は６月下旬に、５月分は７月下旬に施設

あて振込みます。 

施設から皆様への保育料の減額方法は、各施設によって異なりますので、通われている施設に

お問い合わせください。 

市民税

非課税 ②幼児教育・保育の無償化給付(42,000円)の対象

①幼児教育・保育の無償化給付
(37,000円)の対象

今回の登園自粛協力金の対象者
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お問い合わせ 川崎市こども未来局保育第２課

      電話：０４４－２００－３１２８


